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は じめに

 昨年の夏神楽の舞い方をたずねて土佐の各地を

歩いた。畠中は従来, 舞踊表現の 「つ くる」とい

う視点とは対極にある, 個を没却 した神楽の舞に

惹かれ, その様態にあらたな表現の可能性が潜む

ことを感 じ, 佐藤は, ダイバンや山主という鬼の

舞 とかぶきの荒事 との芸質の類似に瞠目していた

ので, 二人の異なる関心が, 舞 とは何かという, 

即ち土佐の神楽の舞の基調を求めるところで一致

した。この問いかけが, 実感から抱え込んだ各々

の問題をときほぐす糸口になるとおもったのであ

る。

 調査にあたって, 私たちは次の九か所の土地に

伝承された神楽を対象とした。なお所在地の下に

記した神楽名は, 8・9を 除いて, 高木啓夫氏の

「土佐神楽所在一覧表」に拠 り, 8・9は 保存会

の名称を以て した。

1. 香美郡物部村 祭文神楽

2. 長岡郡大豊町岩原 岩原神楽

3. 土佐郡本川村 本川神楽

4. 吾川郡池川町 池川神楽

5. 吾川郡池川町安居 安居神楽

6. 吾川郡吾川村名野川 名野川神楽

7. 高岡郡梼原町 津野山神楽

8. 高岡郡東津野村 津野山古式神楽

9. 幡多郡十和村 幡多大神楽

これ らについて, 高木 氏 は, 演目 ・曲種 に共通

する要素があり, また伝承及び詞章か ら成立には

四国山地における 「山伏修験 の祈祷法 としての神

楽舞」がその基盤に推定されるので, 同一の性格

を有するものとして 「土佐神楽」と総称すべきと

している(1)。もっとも上の九か所は近年相ついで

国の無形文化財の指定をうけ, 氏のいう 「土佐神

楽」の主要なもので, さきの 「一 覧表」 には

他に, 

 ・幡多郡十和村 八社神楽

幡多郡西土佐村 西土佐神楽

 ・高知市一宮土佐神社 巫女神楽

等十一か所を数える。 うち, 当事者が等 しい十和

村の八社神楽をひとまず対象か ら外 したのは, 

事者の平 野寿明氏 らか ら, 八社神楽の舞所作は大

神楽のそれを略 したものと伺 ったか らである。高

木氏の教示に従い, 残 りの土地については後日を

期 したいが, 私たちが此度九か所に限 ったのは, 

これ らの土地が過去に実際の奉納を見学 し得た所

であった ことと, 何よりも調査の目的が, 舞い方

か ら 「土佐神楽」の特質を求めることではなくて, 

同一の基盤に立つという各土地の神楽を通 して, 

舞の実相に触れることにあったか らである。

 調査方法 として, 私たちは, 伝習の際新人がは

じめに習 う舞一以下, 初習の舞と仮称する一にそ

の地の舞の基本があり, これを構成する型を抽出

して比較すれば, 各地の異同と共に舞の基調が読

みとれるのではないかと考えて, 

初習の舞 とその舞い方

 ・初習の舞は他の舞 とどういう関連があるか

を問うことを中心の軸にした。要は, 比較の条件

になる共通する地盤を確保 したかったので, この

他 にも九か所に共通 した演目または同・一の持ち物

で行なわれる舞を対象 とすることも考えたのでは

あった。 しか し, 九か所にわたる現行の演目は別

表1の 各地神楽の演目一覧表に示す通 り「盆の舞」

(「 折敷の舞」 ・ 「へぎの舞」)の みであり, こ

れは, どこでもアクロバティクな所作で構成 され

る印象をもっていたか ら, 果たしてこの曲に絞 っ

てその土地の舞の基本を求めることができるかど

うか危ぶんだのである。また共通 した持ち物から

の抽出も, たとえば幣なら何曲もが各地であげら

れ, 物部を除けば直面の舞と面の舞にわたるから, 

前者に限ってもそのうちの一曲を選びとることの

難 しさがあった。他にもいくつかの考え方はある

か もしれないが, 初習の舞ならば比較の レベルを

等 しくし, かつ各地の違いがここにもっとも顕出

するはず としたのである。

 なお採訪の際 初習の舞については体で学ぼう

とした。 いうまでもなく伝承者たちは体で舞 うの

で調査する側 も体が動かなければ, 舞のかたちや

口伝を教え られて も舞の裡にある本質ないし舞を
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支える感性の しっぽす ら捉えられないとおもった

からである。この申し出に多くの伝承者は笑い出

し, 十年かかるのを二 日三 日では無理だと, 私た

ちは浅慮を戒められもしたのだが, 短時日であれ, 

親切な手ほどきをうけたおかげで, 単にあとをな

ぞるに過ぎぬにせよ, 土地をめ ぐって場数をふむ

うちに, 体はまわるのに慣れてきたのである。舞

の触覚を得たことになる。

 本稿では, この調査をもとに把握 した土佐の神

楽における舞の基調を, 舞を読む過程で抱えた疑

問点を含めて報告 したい。

(一)「 初習の舞」 につ いて

 方法の中心に初習の舞を措定 したのは, 実は舞
に初学の私たちが限られた時間でともかくも一つ

の答えを出そうとして, ある種の合理に継 った策

であり, 調査の際こちらが望む明快な「初習の舞」

を一様に得たのではなかった。結果的には投げか

けた初習の舞がそのまま基本の舞であり, 面の舞

も含めて他の舞はこの舞の型を基に構成されてい

たので, 私たちの推定は一面妥当であったとはい

えるが, 初習の舞を問 うことで知 った伝習のあり

方から, 措定 したところの初習の舞のレベルはゆ

らぎ, 伝承者 と私たちとのズレが浮かびあがった。

このズ レが, 神楽の舞というものの性格を考える

契機 を生んだのである。

 初習の舞などといった語はどこの土地にもなか

った。私たちは各地で演目表を示 し, 基本になる

舞は何ですかといったことばを補足 しながら, は

じめに習う舞を聞こうとした。この結果を示 した

のが別表I各 地神楽の演 目一覧表中四角で 括

ったものである。明快な答えを得たのは梼原 ・東

津野 ・十和 ・名野川 ・池川 ・本川の六か所で, 理

由は, この一曲に他の舞の型が含まれて基本の舞

だから, ということだったが, では, 次に習う舞

が定まっているかといえば, 本川の他は確立 して

いない。面の舞をつとめるにはこの一曲の後他の

直面のいわゆる採物舞をいくつか修得 してからと

いう程度の約束である。 本川の場合は, 新 人 は

「注連の舞」の次に 「座堅め」 「相舞」を習得す

るが,「 座堅め」を構成する 「柴つるぎ」 「柴の

手」「柴こき」「法合せ」 「扇の手」の五つはその

まま 「相舞」の構成であり, かつ, これらは持ち

物が異なるのみで舞の動態からは 「注連の舞」に

等 しいから, 新人の若太夫はくり返 しの習練を積

むことになる。本川以外の五か所の約束 も, 他の

舞には初めに習う舞の型が組み込まれているから

中味は本川 と同様な習得の方法であった。

 残 りの三か所のうち, 安居では上の六か所とは

異なり, 一曲全体の習得ではない。 「ゴダン」か

ら順 に 「ツ ミカヤ シ」 「ホンピザ」 「カラス ト
ビ」 「フタツピザ」と習って, その後各々の 「鈴

の段」を習う。 「鈴の段」は,「神迎え」 「幣舞」

「二天」(「 四天」(2))の冒頭にあり, 各々細部で

異なるので, その舞を担当する者がその 「鈴の段」

にかかるのである。この 「ゴダン」から 「フタッ

ピザ」までを舞人の間では 「神迎え」の舞とは別

に 「神迎え」と通称 し, これが舞えなければ他の

舞は舞えぬと伝えられてきた。それは, これがこ

の土地の舞の基本だから, と現在捉えられている。

通称 「神迎え」は 「神迎え」 「二天」(「四天」)

「手草」の舞の組式だから表 豆中にはこの三種を

掲げた。稽古の折には, たとえば 「神迎え」の舞

なら持ち物は扇 と抜幣というように各々の舞の持

ち物をもって一同に習ったときいた。 この習得方

法は戦前からすでに行なわれていたという。また

岩原では, 十余年前から伝承者育成の為に地元の

中学生に教え出 したが, 本来この 「岩原さまの舞」

は岩原在の長男に限り, まつりに舞わせたので, 

当時は新入りの若い者には, 熟練の者が行なう面

の舞を除いて採物舞中これと定まった舞はなかっ

た。それは, どの舞からはじめて も同じだか ら, 

という。ただ, 高木氏の報告(3)にあるように, 祭

杞を掌握する世襲のコ ミコのうち或る者は 「長刀

の舞」からという定めがあったが, これは 「長刀

の舞」がその家のものだったか らときいた。表 皿

中の 「双刃の舞」は私たちのくどい説明をききわ

けていわば捜 し出して くれたので, 近年の中学生

の為の 「初習の舞」である。理由は, これで舞の

体ができるか ら, ということであった。物部の場

合 も岩原と同様 「初習の舞」の観念自体が必要と

されていない。去七月に馬路村の就業センターで

行なわれた物部の太夫による同村の青年たちへの

舞伝授(4)の場にゆきあ う幸運を得たが, これは実

に, 舞を教えるという, 二人の太夫には初体験の

出来事であったのである。初日, 太夫 は経験に

立 って, 青年たちに, あとについて舞って覚えて

くれ, といった。そして祭式中の 「本神楽」の次

第に従い, 「錫杖扇の舞」にはじまる九種をたてつ

づけに舞った。 この方法は二日目以降も変わらな

かったが, 特にとりあげて くり返したのは 「錫杖

扇の舞」・「印観の舞」・「あるじまつり」(「へぎの

舞」〉の三種で, これ らは他のたとえば 「ほうじん

ぐうの舞」と違って特定の神へではなくあらゆる

神へ捧げることができる舞だから, ということで

あった。 このことから表1中 にはこの三種を掲げ

たが, それは他 と比較の要からの私たちの恣意で

ある。この地の舞は 「へぎの舞」及び 「ほうじん

ぐうの舞」以下 「弓の舞」まで持ち物から動態に

多少の差はあれ, その基本は 「錫杖扇の舞」に等

しい。

 以上から私たちは, 九か所にわたって舞の習得

方法が今の学校教育におけるようなシステマチク

なものでないことをしった。 「初習の舞」が基本
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の舞 として掲が った六か所ではその後の習得 は

「初習の舞」のくり返 しであり, 安居の通称 「神

迎え」によるものもこれに等 しい。物部と岩原も, 

前者は式次第中の舞の順序に従い, 後者はどの舞

という約束はないかわりに自分が担当する舞を舞

いこんでゆ くか ら, くり返すことにおいては安居

を含めた七か所と相通 じるのである。むしろ逆に

七か所において何故 「初習の舞」が掲が ったか実

は問わねばならない。基本の舞だか ら初めに習 う

という現在の説明は或いは調査に不慣れな私たち

の誘導に拠 った所 もないとはいえないのである。

 舞伝習に際 しての新人の習得方法について, た

とえば梼原や池川では保存会結成当時まつ り前一

か月の集中的な稽古を持ったというが, これはそ

れまで神職の家に限った神楽を衰微への危機か ら

町の一般の青年に解放 したゆえの特例に属する措

置であった。他所でも近年相ついで保存会が設立

され, 右にみる如 く従来の管理者ではない者がそ

こに参加 しているが, 彼らは, 神祭の舞に幼ない

時か ら接 し, 神楽太鼓の音を体がききわける, 舞

に手足が動 くひとたちで, ヨソの土地の者やズブ

の素人はいない。稽古の為の時間を設けてもせい

ぜい一週間であり, それはあくまでもまつりの日

の為の ものであった。かつ, まつりが本番と同時

にそのまま稽古の場であったのである。本川や十

和では, 舞は盗んで覚えたものといい, 物部では

舞が愉 しみだ った子供は太夫の舞 うのを遊びの場

でまね, 当のまつ りの舞台に呼びがかか るのを待

ったので, みようみまねで舞って太夫が直して く'

れたものという。今の太夫たちはまつりと離れて

は舞の手ほどきをうけることはなか った。名野川

でも岩原と同様, ついて舞 ううちに舞の体ができ

て くるときいたが, その日, あとについて舞 うこ

とが舞習得の第一の方法だった。ことばではなく

て, 体が体をうつ し, やがて うつ っていつかおの

ずと舞い出すのが伝習の本体であったといえる。

だか ら, 体で覚えこん だ人に, ことば を求めて

舞図をとろうとする姿勢 の余 りに安易を私 たち

は恥 じたが, また, このことか ら, 神楽の舞が芸

の如何よりさきに, まつ りの日のつとめとしてあ

ることを知ったのである。

 「初習の舞」に掲げられた池川の 「宮抜」, 本

川の 「注連の舞」, 梼原 ・東津野・十和の 「幣舞」

はすべて, まつり当日一座でもっとも若い者ない

しは新人が舞う。安居で も通称 「神迎え」のある

三種の二人舞には習熟 した舞手に新人の若い者を

配する仕来 りがあり, まつりの当日若い者が相手

に倣おうとして倣えず, よ く大汗をかいていたと

いう。名野川の 「一番神の舞」も若い太夫が舞う

伝統があった。舞太夫で保存会々長の中川氏はこ

れについて,「 一番神ということばにひかれたも

のか」 といわれている。このことは, 一方では七

か所において, これ らの舞を初めに習う舞ない し

は基本の舞と目するに至った背景の事情を窺わせ

るものかもしれず, それは, 若い者がこの日つと

めなければならないところからの発想で, 田遊びの

早乙女や花祭で早川考太郎のいう「青少年の舞い」

である採物舞等の例からすると本来ワカの資格か

らの要請ではなかったかとおもわれる。また, 舞
の側 か らすれば, 新人 が余程 の間 違 いさえおこ

さなければ下手であれつとめたことになるという

舞には, そうした許容力の備わることを示すもの

である。その日そこで舞うこと自体が原点 として

求められたので, 舞は見物にみせる芸を孕んでも, 

芸になる必要はなかった。

(二) 三類の舞

 さて,「初習の舞」は七か所にわたって採物舞で

あり, 岩原 ・物部でも面の舞は特殊に扱われ, 主

調は採物舞であるので, 私たちには比較す る共通. 

の条件が一応整ったことになる。か くして九か所

の舞をその形態からみると, ほぼ三類に分けられ

るのではないかとおもう。仮 りにA・B・Cを も

って土地で区分すれば, 別表IIの 所在地略図に示

した三群すなわち, 

 A群=十 和 ・梼原 ・東津野

 B群=名 野川 ・池川 ・安居

 C群=本 川 ・岩原 ・物部

となる。これは, 略図に記 した分界線で明らかな

ように地域ごとのまとまりで もある。また, これ

を各地が言い伝えた神楽の本来の管理者からする

と, A・Bは 神官(5)Cの 本川 ・物部は神社に仕え

ぬ祈祷太夫を各々主体としたことで一線を画すこ

とができる。岩原の場合, 今対象とす る 「岩原神

楽」の舞:は従来 「岩原さまの舞」 と呼ばれ, 岩原

神社の氏子が代々舞 ってきたもので神官は舞わず, 

神官には別に 「神官神楽」があったという。岩原

ではオンサキ様をまつる家があり, トーヤのまつ

りにはサ ンゲと共にエビスまつ りがあるので, 信

仰生活の上で一面物部と類似することはいえる。

 形態か ら三類に分けた第一の理由は, A・Bは

舞人が舞台の四方を回るがCに これはなく, Cで

は舞人は舞台の中央にいてその場で各柱ないしは

自身の目印をめどに体の方向を変えてゆくという, 

即ち舞人の位置の移動 と固定という様式の違いに

よる。A・Bは この点で相通 じるが, ひとまず区

別 したのは, Aが 舞台を小さく回るに対 してBは

大きく一杯に回り, 更に後述す るように舞の型と

その名称, 舞台設定の仕方及び舞人の位置のとり

方に違いを有 していたか らである。また, A・B

の移動とCの 固定は各々の舞の様式上の特色とは

いえるが, A・Bは 面の舞においてCに みる中央

での所作 がきわだって くるので, これを考慮す

ると, 移動と固定の区別は絶対ではあり得ない。
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だから三類の分類は各々の舞が系統を異にすると

いう意味ではない。

 以下各グループ毎に形態の特色をあげつつ各土

地間の共通 と異同をのべ, また, グループ間の関

連をも指摘 してみたい。なお以下の記述中使用す

る別表について説明を加えておきたい。別表IIIは

「初習の舞」 とその次第及び採物を一覧にしたも

ので, 次第の名称は聞きとりによる。別表IVは, 

「初習の舞」における動態の呼称とそのうち回り

方については動線の略図をもって示 した。また, 

動態の呼称中, A・Bで は各々ほぼ同じ動態をい

うものは横に一並べにした。たとえばAの 梼原の

「ミヲトル」は十和の 「キル」・「ウチコム」, 東津

野の 「ドン」に相当するという意味である。これ

らの語彙には, 舞人たちがその動態につけた忘備

の為の通称 と本来の舞用語として伝承されてきた

ものとが入り混っている筈である。 しか し, 九か

所 にわたって舞の最 中もっとも使わ れるのは, 

「そのショシャがわるい」 「手の ショシャはエイ」

といったショシャ(所 作)で ある。別表Vは 各 「初

習の舞」における舞人の位置の取 り方を加えた舞

台略図と舞始あ ・舞終わ りの形式の一覧である。

別表VI及 びVIIは比較の為に引用すべ く捗出した舞

人の動線の略図である。

(三) A群 ・B群 の舞

 A群 として括った十和 ・梼原 ・東津野の三所の

神楽は, 近世津野山郷に行なわれた神楽を共通の

地盤に持つことが, つとに高木氏によって指摘(6)

されている。だから同系の舞であるのは当然とい

うより, 舞の様態か ら同一の地盤を確かめること

ができたので, 氏の指摘を裏付けることになった。

別表 理中A群 の下に記 した 「三々九度」以下 「カ

ラス トビ」までの五つの称は, 幣舞一曲が各頭に

歌をおいてこれ ら五っの舞の局面から構成される

という一曲の単位で所謂段を意味すると同時に神

楽の舞の基本の型であり, かっ, その段中の一か

たまりの所作をさす ものである。舞人の動きを動

線に描 くと, 三所共に所作の位置 も含めてほぼ一

致 した。簡単に相違点に触れれば(別 表VI参 照), 
三所共に右か ら回るというが, 東津野では 「扇の

手」以下は左回りに始まる。また十和の場合他の

二所共一回半であるに対 して二回半回る。 もっと

もこの回り方では同所では現在略式の一回半も行

なわれている。一方 「三々九度」の冒頭では, 東

津野 ・梼原のは右半舞左半舞がパタンであるに対

し, 十和のそれは左半舞右一舞左半舞となる。二

所とも右半舞にかかる前に左足を横にず らして採

物を左上か ら右下へ流すので, これ らを左右左

の作法に立った一種の拝舞とみれば同格である。

また 「カラス トビ」では, 十和が羽のように両手

を交叉する所作に呼称の拠 って立つ中心を求めて

いるのに比べて, 東津野 ・梼原は横 トビ・片足 ド

ビの足にそれが移っている。

 ところで, 動線はほぼ一致しても舞の表情には

無論各々の違いがある。梼原 ・十和では舞人は舞

の特色を優雅 と捉え, 東津野では力強さとす る。

たとえば, 動態中の 「ミヲトル」 「キル」 「ドン」

といった, 足の踏みを中心とする瞬間の静止は舞

の流れを区切 るものであり, 次の所作へのっなぎ

となる働きをもつもので, 私たちにはこれが三所

の舞を一様に印象づける要点となったが, 十和 ・

梼原には踏む際音をたてず軽く踏むという口伝が

あるに対 して, 東津野では踏む音を好んでいる。

「山捜」 「大蛮」また 「長刀」 「弓」の舞等の場

合は, 梼原 ・十和でもこの 「幣舞」や 「手草」の舞

とは異なり強く踏み, 音をたてることが教えられ

ているが, 東津野ではさらに 「ガイなフミツケ」

となる。同所では神楽を奉納する神社の二間四方

の舞台がすべて二重バリでその分音が他所より響

くことを誇っているのである。おそらく, その土

地の気風が舞の表情を仕分けるのだとおもう。九

か所の何れの土地にもいえることだが, 「オランク

(私 の家)の 舞」という意識は強烈であり, よそ

とは違うという自負が舞をおもう伝承者たちの気

持の裡にあった。形態の共通をもっては均質化で

きないものが舞にはあるということであろうか。

それは, 約束の型によって構成される舞が許容す

る表現力といっていいものかもわからない。

 さて, B群(名 野川 ・安居 ・池川)に うつり, 

私たちがこの三所の舞に近 しい関係を認め1類 と

した理由を述べてゆきたい。まず, 舞始めはA群

の右 に対 してす べて左 回りであるのが一致 し, 

四本の柱を一 の柱, 二 の柱等 と称 し, 舞 の拠

点 として把握することが ある。 しか もその把握

の仕方に各々異同があった(別 表V参 照)。 池川

は, 神前に向かって左の柱を一の柱と呼び, 左回

りに順次二の柱以下が定まって, 舞台中央の舞人

は立って一の柱に進み, そこか ら舞いはじめる。

二人舞ではもう一人は三の柱につ く。名野川では

池川とは異なり, 神前に向って右を一の柱とし, 

右回 りに順次二の柱以下が定まるが, 別に 「自座1

(「我座」とも云う)「 本座」 といって,「 本座」

は舞人が拠点とする柱を,「自座」は移動する際の

柱をさす語がある。 「本座」は固定 しているが, 

「自座」は順次変わる。 一人舞の時 は三の柱が

「本座」で, 二人舞だともう一人は一の柱を 「本

座」とする。また, 安居では,「自分の音する柱」

を一の柱と呼ぶので, 池川 ・名野川にみる固定は

ない。 「自分の音する柱」とは中央に座 した舞人

は立って左回りに四方を回り, 舞の機が熟せばそ

の元でとびあがる柱をさ し, この際の足音から舞

がはじまると捉えられているが, 二人ないし四人

の舞なら各々が 「自分の音す る」 「一の柱」を想
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定することになる。それにしても 「1の 柱」は一

人舞なら舞台見取図中に示 した(1)か(3)の柱が殆ん

どで, 二人舞では神前に向かって左の者 は(1)を

「左の音の柱」とし, 右の者は(3)を 「右の音の

柱」として,「左の音」 「右の音」と呼びならわ し

ているので, (2)や(4)の柱ではなか った。 この点で

は池川 と同様の柱がほぼ定まっていたのである。

A群 の三所が柱をそのまま四方に捉えるのに対 し, 

このB群 では各々異質なものを有 しながらも四方

は柱と柱の間に仮定され, 柱を舞の拠点とする点

がA群 より顕著といえる。このことは, 先にあげ

たA群 に比べてB群 は舞台を大きく回るという特

色に関係するかとおもわれる。

 次に別表 皿に示 した三所の舞の次第から動態を

通 して三所間の共通と異同を述べてみたい。各々

「鈴の段」以下の称は舞一曲の構成単位でかつ各

々の地の舞の基本の型であるのはA群 と同様なが

ら, A群 のようにこれらが各段中の特定の所作を

そのまま意味するとは限らない。名称が三所にわ

たるものは 「鈴の段」 「ゴダン」であるが, 舞の

形 態を比較するのに中心 となる採物と所作を視

座として据えた場合名野川の 「ミツピザ」は二所

の 「ホンピザ」と同格といえるから, 仮 りに 「ホ

ンピザ」=「 ミツピザ」としてみる。まず 「ゴダ

ン」では, 中心 の採物 は左手 の幣よりは右手の

扇であり, 扇を開いてからの所作が 「鈴の段」 と

は異なる舞の中心を形成することは三所 にわたる

が, その所作を安居では 「扇の手」, 名野川では

「扇車」と呼ぶに対 し, 池川では特に呼び名はな

い。 「扇の手」・「扇車」は回転 しては一定方向に

向か って扇をふり行きつもどりつするもので, 形

式に相通 じるところがある(別 表VI参 照)。 池川

の場合それは, 四方の辺に添い, さらに柱と柱の

対角線上を自転 して移動 し, 柱の下で「小めぐり」

というグルグルまいをするものだから, しいて扇

を振ることはないので, 動態の要素か らは近似 し

て も前二者とは動態自体が異なるのである。次に

「ホンピザ」(「 ミツピザ」)で は採物は扇が中心

で片膝 つきの移動が共 通する。安居 ・名野川で

はこの段中に 「ッミカヤシ」という所作の型があ

る。段としての 「ツミカヤシ」は前者だと 「ゴダ

ン」に続き, 後者では 「フタッピザ」に続いて, 

次第か らは後者は前者とは逆の配列になっており, 

池川では神楽本には前者と等 しく 「ホンピザ」の

前に位 し 「罪返」と表記されているもののこの舞
一段は今不明となったため代わって 「ホンピザ」

が舞われている。2所 の 「ッミカヤシ」なる称は

共に扇の用い方の所作をいうと捉えていて, この

点ではA群 の 「ツギカヤシ」と同質の意識が窺わ

れる。 「ツミカヤシ」を, 名野川では扇の要を下か

ら上に返すこと, 安 居で は立てた幣の上に扇を

お くこととするが, 所作としてはこれらを併せた

ものが両所に行なわれ:る。また池川では二所とは

逆に扇の上に幣をのせ る所作があ って, 二所の

例か ら類推すればあるいはこれが喪われたという

「ッミカヤシ」を伝えるのではないか。 よって二

所の 「ッミカヤシ」にこれを準 じてみたい。さら

に片膝をつ くところに注目すれば, 三所共に 「ッ

ミカヤシ」に連関 して片膝つきの移動がある。な

お名野川では, これを左右左の順につくとし, こ

こに 「三っ膝」という名前の意味を求めているが, 

安居 ・池川では特に数を限ったり, これをもって

 「ホンピザ」 と称するということはない。さらに, 

安居 ・名野川の場合 この 「ホンピザ」中に, 前

者では 「ッンテン」 「オ ドリ手」 「トンボ トリ」

「カラスの横 トビ」, 後者 では 「胴カカリ」 「カ

ラテ」 「ハネカエリ」と呼ぶ新たな型がでる。う

ち, 近似するのは 「カラスの横 トビ」というとび

返りと 「カラテ」中のそれ位で あろうか。 池川

にはこうした名称も近似する動態 も特にみえない。

また 「鈴の段」における三所の異同 として 「四方

踏」・「四方固」の有無がある。 池川では 「四方

踏」名野川では 「四方固」というが, 動態か らす

れば名野川の 「小悠」(拝 礼)を 除 けば両者は

各 柱の下の足の運 びにおいて 同格といえる。 一

方安居 には名称 もそのままの動 態もないが近似

するもの はゐ る。 別塞VIに示七 た圃 は, この地でスミ ヌミ ヌミ
いっ 「一角 ・三角 ・四角」の手順に拠る柱かり柱

への移動の動線である。一角行 っては戻 り, 次い

で三角を行って戻る式で四本の柱を回り,「自分の

音する」柱に至って音をたてる。名野川 ・池川の

「鈴の段」における 「四方踏」の位置は, 前者で

は神前に向かっての 「三拝」という拝舞の次, 後

者で も呼称 こそないが8の 字を描 くように移動す

る一種の拝舞の次で一致す る。安居の場合もさき

の形式は池川 と同様の8の 字形の次にある。とこ

ろで, 池川の 「宮抜」の 「鈴の段」は採物からす

ると, (1) 鈴, 幣と扇, (2) 両手に笹, (3) 開き

扇, 笹という三構成の舞で, (2)を 「手草拝」, (3)

を 「神供拝」と呼ぶ。 「手草拝」 「神供拝」は, 

北(神 前)・ 東 ・南 ・西の順序で四方位を舞 って

ゆくもので, 「神迎え」の舞の 「鈴の段」ではこ

の四方位の舞が 「四方踏」に組式化されているの

をみる。 今, 一 方位の舞 の手 順をパタンとして

示すと, たとえば北へ対 してなら 「四方踏」に続

いて北へ向かい片膝つきで採物の鈴 と幣 ・扇を床

につき立てるようにし, 立ちあがっては右方へ合

わせて振るといった採物の所作を三回行ない, 回

転 してつ くべき柱につく, そ して, 次の方位への

「四方踏」はここからはじまる。安居の場合 もさ

きの形式は池川 と同様四方位の舞を組みこんだも

のということができる。舞の手順を池川の場合と

同じくパタンで示すと, 音に続いて左回り・右回り

ののち向かうべき方位に対 して 「おが引」と呼ぶ
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採物の所作があり, 回転 しなが らつくべき柱につ
いて次の方位へのさきの形式にかかる。略図中の

番号は, 二人舞で一人の舞人が一方位につきつ く

柱即ち池川なら 「四方踏」をはじめる柱の順番で

ある。安居の場合(8)まであるのは四方の上に神前

及び舞台中央での対角線上の採物の所作が加わ っ

ているか らである。すると, 安居の音を伴なうこ

の形式は段中の位置及び舞の構成か らも池川の

「四方 踏 」と同 じ精神 に立 った ところの造形

といえるのではないか。名野川には 「四方固」に

関して特に口伝はないが, 池川では 「宮抜 」の

「鈴の段」を 「四方踏」 と通称 し, 柱のもと即ち

角では板の音がす るくらいに踏めといわれてきた

のも安居でいう 「音」が拠 った心意を窺 うのに有

効とおもわれる。

 ところで, A群 の場合は所作の細部に違いはあ

れ, 動態自体はほぼ一致 したのである。 しか しB

群の場合は舞の様式か らすればこれだけ共通の要

素を持ちつつ, 動線を描いてみても関連を一見打

消す程に異なる。さらに例としてA群 の 「ピザオ

リ」 とB群 の 「ホンピザ」を対照 してみたい(別

表VII参照)。 舞人の動きを平面に写 し取った単な

る動線をもってBの 各所の舞の異同をあげつ らお

うというのではない。が, AとBを か く一伺 に合

わせればやはり, Aが 共通 した舞の様式に根ざし

ていること, 対 してBは それが決 して一様ではな

いことが明らかであろう。

 このことは, 私たちに一つの問題を提示 して く

れた。それは, 「鈴の段」 「ゴダン」等舞の次第の

内容についてであり, これらはその一段の舞全体

の様式を必ず しも意味 しないのではないかという

こと。B群 では舞一段の比較上, 中心の採物と所

作を視座として定めたが, A群 の場合これは必要

がなか った。大まかな印象で感 じていた共通の様

式は動線を描いて確かめられたから 「三々九度」

「扇の手」等の次第は各々の段の舞の様式に他な

らぬと考えた。が, B群 に至っては, 三所の舞に

わたる印象は四方を大きく回るとい う一点 しかな

かった。 ところが尋ねてみれば次第自体は多く共

通 し, かつ安居には表にみる如 くAと 同様に 「カ

ラス トビ」という次第があったのである。ゆえに

その内容か ら共通を捜そうとして動線を描き, し

かも異なったからさきの視座を立てた。B群 の場

合たとえば 「ゴダン」のそれが扇 と扇の所作で 「鈴
の段」では鈴 ・幣と 「四方踏」であることは, これ

らはむ しろ舞全体の様式ではなくて一段の舞の構

想の中心をいうべきものとみなされるのではない

のだろうか。A群 において もこの点は同様にいい

得る。Aの 「扇の手」Bの 「ゴダン」, Aの 「ッ

ギカヤシ」Bの 「ッ ミカヤシ」, Aの 「ピザオリ」

Bの 「ホンピザ」等は, 中心の採物 と所 作にお

いては共通するから, ここか らすればA・B群 の

舞は同 じ構想に基いたものということはできる。
すると, 安居 ・池川 ・名野川には各々基盤として

あった独自の舞にある時これらが新の様式として

共通の伝播者によって導入されたことになろうか。

もっとも角度を変えれば, 本来は三所の舞全体の

様式であったのが伝承の過程で次第に変容 したの

で, 中心の採物と所 作はその様式が残 した一部

とも考えることはできる。しかし, では何故残っ

たものが共通す るのか, 疑問が生 じる。「鈴の段」

「ゴダン」 「カラス トビ」等A・Bに おける名称

は能楽用語 としてもあり, また土佐以外の土地の

神楽の語彙 として もみえるが, これらが舞全体の

様式か, 構想の中心すなわち舞の眼目をいうか, 

以上とは別途の意味をもつものかどうかはさらに

他との比較を求めるべきであろう。こうした次第

の配列及びその内容か ら或いは神楽の舞の系統が

割り出されて くるか もしれず, また, このことか

ら, 舞 というものの概念をあらたに押 し広げるこ

とができるかもわか らないのである。

 さて, A・B群 は各々異同を有 しなが ら, 四方

を回る, 正確には各柱の下での所作をつなぎに回

ることで共通する。ここにA・B群 の舞の基調が

あるといえる。Aな らば 「ミヲトル」(「キル」・

「ドン」)と いう踏む足の所作が柱近 くあるいは

柱を意識 して行なわれる。梼原ではこれを 「四方

で ミヲトル」という。Bの 場合, 「四方踏」(「四方

固」)や 音ないし 「ミセル」 「肩ヲ入 レル」 「ス

テテナガス」の所作がAの 上の所作に対照される

だろうか。A・B群 共に, 中央の舞人は 「三々九

度」 「三拝」また8の 字型の拝舞ののち, 各次第

毎に四方一対角線一中央と移動 してゆく。移動に

よって舞台をアヤに結ぶ といおうか, この移動は

密法の戒壇にみる結界の所作と同次元か もしれな

い。これを基盤としてA・Bの 舞の様式は成立 し

ている。そめ様式 も先述 した如 く舞の組式か らは

等価の要素が認め られ, A・Bは ほぼ同糸の舞と

いえる。なお, AとBと を分つのに特色的な型から

あげれば, Bに はAの 「六調子」(「六拍子」)に あ

たるものが無いことになろうか。 「六調子」はAに

おいて面の舞で中枢を占める型であり, 梼原では

「天の岩戸」のそれを特に 「ゴボウヒキ」と呼ぶ。

東津野の同曲ではこの 「六調子」をもって各方位

を 「かためる」とし, また 「大蛮」の 「十文字固

め」はこれを含んで行なわれる。 「六調子」は, 

膝で調子をとりながら両足の重点を相互に移動さ

せ, それに伴ない上半身が上下に浮き沈む, 揺り

で進む動態で, B群 の場合, 池川の 「天の岩戸」

の舞の岩戸の特異な足拍子が右足をひきぎみに し

て踏まれる点で一見以通うが, これを除けば他に

はない。B群 では面の舞の中枢は, 安居な らば

「ッンテン」という足を左 ・右と片方ずつ踏む調

度力足に似た踏み足であり, 名野川では大事の一
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曲の 「岩戸之舞」だと左右左と強く踏み込む,「山

主之舞」なら片膝つきの姿勢で もう片足を強 く踏

みつける, という, 概ね足の踏みそのものに求め
 ムツ

られる。A群 の 「六調子」は, 能の六調子, かぶ

きのロク拍子が足拍子に比重をかける動態とした

ら, これらと必ず しも同等にはみなせないが, 本

田安次博士の 『田楽 ・風流一』「奥羽の風流」中, 

安達郡太田村の獅子舞の記述において,「 『六拍

子 』の舞などにはびっこ引に跳ぶ等の振の特色 も

みられた」 とあり, この 「びっこ引」と一脈通 じ

るか もしれぬ。 同博士の 『山伏神楽 ・番楽 』 中

「龍天」の舞にも 「びっこ引に踏む事もある」と

この振 りに類似す る記述があるが, あるいは 「六

調子」は本来ある神楽団が行なった 「白拍子」と

同様踏む足のワザであっただろうか。

(四) C群 の舞及び舞の基調

 本川 ・物部 ・岩原の舞を一類としたのは, 舞人

が舞台中央にいて体の向きを変えて舞い, 各々ほ

ぼ同じ動態を反復 してゆくからだった。 この三所

の舞に接するうちに, 舞 とは回 ることだという実

感が舞とは何だと問 うた私たちの答 となった。舞

の初源的なものを各所で感 じたのであり, 土佐の

神楽における舞の基調をこのC群 か らA・B群 を

みつめ直すことで捉えようとした。C群 の舞の形

態を中心に述べたい。

 その舞台は, 今でこそ本川は神社で行なうこと

も多くなったが三所共に本来民家であり, 岩原は

トーヤの家の庭先にしいた二枚のムシロである。

物部でも日月祭の折は, 戸外に設けた三階棚の前

が舞台となる。岩原の場合, 本川 ・物部が注連を

四方に張った領域を舞台と制定す るに対 してムシ

ロの周囲を注連で限ることはない。方位のとり方

は別表Vに 示 した通りであるが, 舞人は神前に向

かって舞い始め, 右回りに向きを変えてゆく。本

川の場合目印は柱であるが, 岩原ではそれは舞人

の利勘によることになる。物部 ・本川は五方に舞

い, 岩原は現在三方であるが, これは時間を短縮

する為略 したので, 以前は五方に舞っていたとき
いた・三所共に, 舞はできるだけ狭い場所で舞 う

のが上手という口伝があり, 物部では太鼓の面の

広さで・本川では座布団一枚の上でという。舞人

は舞台中央の座を移動せぬことを本意としたので

ある。

 舞 の形式では, 物部 は坐 っていたのが立って

舞にかか り, 舞い納めて坐 して礼 という, 舞一曲
一坐であり, 岩原 ・本川はその場で坐することな

く立礼をして舞い始め, 拝 して終わる。また三所

共に舞1曲 はA・B群 のように途中で歌を挿んで

中断することなく・一気に舞い切 られる。物部の場

合, 今対象とする舞を 「舞神楽」 と称す るが, こ

れは, まつりを構成する 「礼神楽」 「本神楽」に

おける祭文 ・本地を読みあげる諸式中樟尾に位す

る次第であり, 土地ではまつ りの最 も面白いとこ

ろとしてみている。この直前の 「願開き」の最後

の文言の 「千代の御神楽まいらす る」を読みたて

るやいなや 「舞神楽」に移行するので, 式におい

て坐 と舞は緊密に連続 している。式中文言を読み

あげる太夫の体はある一定の調子を もって左 ・右

と揺れ続けてお り, 舞にもこの揺れがひきつがれ

るところからすると, 坐一舞一坐 という形式自体

はA・B群 に等 しいけれどもその位相は異なると

いえ る。夏の馬路での舞伝授の際, うしろに私た

ちがいて舞をなぞる最中, 太夫は突然舞いやめ, 

「どうもいかん, ついてこん」 と眩いて, まつり

に用いるアヤの小笠を頭につけ, 坐 して文言を唱

えたのち再び舞い始めたのだ ったが, この時, 懸

かないと舞えぬ, 逆に舞は態きものが舞うという, 

舞本来の様相をかいまみた。現在, 体の揺れはま
つりを司 る太夫たちの間で様式化されているが, 

そのものを招来 し, うつる, ないしはかかるとい

う, 揺れの初源の機能を太夫自身忘れていない。

坐っていたのが立 って舞 うとは一に, うつった し

るしであ り, ここに舞の初源があるな らば, 舞に

おいて立つことの重大をこの土地の神楽は私たち

に呈示 して くれた。本川では, 太鼓の打ち出 しが

そのまま神楽のはじまりで, 舞人たちは, 太鼓は

氏神だか ら鳴り出すと前に坐さねばならぬとして

いる。そ して, 全員による 「座つき」・「神迎え」

の式が行なわれ, 舞のサキガケ とな る 「注連の

舞」は後者における神歌中最後の 「立ち歌」が終

わると同時に舞い始め られる。 「立ち歌」は, 

 キネが前のゴザへ立つ キネは立ばとて

 立てもまいもよし いのればかないしや

 あの千代ヘイ

というもので, 機に応 じて繰り返 し歌われるが, 

これを 「呼び出 しの役」と呼び, 採物舞には必ず

歌われ るので, 舞人はこの歌にかかるや舞台にあ

がるべ く息を整えねばならなかった。 また岩原の

場合, 舞の前に行なわれる家内のサンゲの式では, 

幣を もって太鼓の周囲に集い, サンゲの文言を唱

える氏子たちに物部の太夫 と同様の体の揺れをみ

るのだが, 式の樟尾にあたる 「さんげ参詣の文」

の最後では, 

 とくたつ舞に囎されてまつたつ舞が面白い

 とくたっ

と歌われ, これを終えるとす ぐに庭先での舞が始

まる。坐一舞の形式か らは両所に物部程の緊密は

ないが,「立ち歌」・「たつ舞」を必要 としたところ

に, 立つことを舞とみた, 物部に通 じる感性があ

ったといえる。A・B群 の舞の, 歌の間舞人が坐

し, 立 って舞にかかる形式は本来, こうした感性

か らの表現ではなかったか。なお, 本川で, 舞は

途中で滞まってはいけない, 岩原で, 舞い出した
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ら舞 い切るということをきいた。 物部 で もこう

した口伝 こそきかないが, 舞一曲のみならず曲の

連続による 「舞神楽」は中断することはない。三

所共に, 舞人は太鼓の音に舞う体をのせてゆく一

方太鼓打ちが舞人の動きに拍子を合わせてやるの

である。舞い出 したら舞い切る, といった口伝は, 

舞の美を求めてのものというよりは, 立って舞う

という舞の時空の, その特別を知覚 したところか

らの教えではなかっただろうか。

 次に舞い方に触れたい。物部と岩原では五方を

舞 うごとに手の所作が変わる。五方を一単位とし

て次の所作に移ることになる。本川でも 「注連の

舞」の 「五方」においては同様で, 若い舞人は 「
一所作に一回転」と覚えている。手に対 し, 足は

一一定であり, 別表Mに 示 した通り, 物部では右へ

半舞, 左へ半舞, 右へ一舞 し, 正面で体が揺れな

が ら左足を前にしての前後運動ともいうべき形を

二回とる。なお一舞の時点で方位を変える。太夫

は舞い方を,「 サーユーサ, ハンマイ, ハンマイ, 

イチマイ」と表現 し, サーとは, 右半舞する前に右

手を添えた左手 ・左足を左前方に出す時の謂であ
った。岩原は物部 とほぼ同様で, ここは右へ一舞

するや左ヘグルグルと回り, 正面で前進 ・後退を

行なう。このグルグル舞は何回回 ると定められた

ものではなく, 自分の舞の体制が整のうまで回 る

という。また最後に舞戻 しがある。サーユーサと

は本川で もきいた言葉で, これが舞の動きの基準

を表現 したものであるのは物部 と同様ながら, こ

こでは左回 りか ら舞いはじめる。 「注連の舞」は

別に 「五方の舞」 とも呼び, また舞人の間で は

「座堅めの舞」と共に 「キロキロ舞」と通称され

ているが, これを構成する 「五方」 「中央」 「ゴ

ザ」 「モンジリ」 「オ リカケ」等の所作で も, 左
・右 ・左の回 り方が一貫 している。本川も岩原と

同 じく最後は 「アヤをつけ」て舞い戻 しをする。

ゆえにこの三所の舞は左右左を根幹にする点で一

括できるのであるが, これは, 古 く拝舞の方式を

左右左と呼んだ, 舞が拝礼であった伝統に根ざし

たものなのだろうか。A群 の三所の 「三々九度」

B群 の名野川の 「三拝」 と動線こそ同格なが ら連

続性においてC群 の舞は異なる。物部では舞神楽

を神への礼とするが, これは舞を位置づける精神

であって, 具体的な所作そのものをさしたもので

はない。

 またA・B群 と対照 した時, ひとつの特色は別

表Wに みる通り, 初習の舞の動態をさす語が少な

いことで, 物部など皆無に等 しい。物部には 「地

を舞い, 中を舞い, 天へ舞う」という言い方があ

るが, これは舞の心得をいったので個別の所作の

謂ではない。岩原の欄に示 した 「アオル」 「ツク」

「オス」 「キル」は方毎に変わる手の所作め謂で, 

物部でも 「太刀の舞」の手に言葉をつければこの

ようになるかという, 動きを便宜的に言葉で示 し

たものともいえる。現在, 舞伝習の際舞人たちは

これらの言葉を拠 り所に してはいない。 本川 の

「左」 「中」 「左」 「チ ンジル」 「アテル」 「アヤ

ヲッケル」は 「注連の舞」の 「五方」における一

方位での主に手をいうもので, 二所に較べればこ
の地はまだ呼称が多かった。なお別表 皿の本川の

欄に示 した 「五方」「中央」等の六っは,「 中央」

以下各々太鼓の 「打ち切 り」を合図に行なわれ, 

「注連の舞」を構成する単位だか ら一面A・B

の 「扇の手」 「ゴダン」等の段の性格をもったも

のともみなされるが, たとえば,「オ リカケ」は

 オ リカケ オ リオ リ シズメマイラセソウロー
 ヒラヒラト

なる文句を舞人自身口中で唱えなが ら舞 う, その
一節がこのところの称 ともなっているようで, 各

々 「オリカケの所作」 「五方の所作」等いうが, 

この所作はAの 「扇の手」ほどに具体的な一動態

を説明するものでなか った。 「扇の手」は 「座堅

め」 「相舞」 「山王」 「般若」等の舞にあるけれ

ど, これは, 扇を左手に持 って舞う間をいうとき

いた。

 ここで三所の舞の動態中A・B群 に比べて著 し

いものとして, 揺れと跳びをあげたい。三所共に
一定の回 り方を しなが らも次第に手ぶりが派出に

なり, 回る速度が急になり, 物部な ら最高頂に達

した時に突然舞は終わ りを告げるが, 本川と岩原

ではその熱気を納めるかのように最後の舞い戻 し

が行なわれる。舞が しゅんで くるという言い方が

適当であるなら, それには太鼓の曙す力が関与 し

ていることは勿論だが, この時空における舞人の

のりは, 物部では一に例の体の揺れの増幅におい

て発現する。岩原では前進後退の際のすり足が跳

び出すことにある。 しかも, この揺れと跳びが両

所の必ず守るべき舞の約束となっていたのである。

もっとも岩原の場合, たとえば大きな幣二本を採

物とする 「妓藁の舞」や面舞の 「由種の舞」等に

は跳ぶことはないし, 物部でもシズメの面をつけ

た 「鉾の舞」に揺れはないが, これらは特殊ゆえ

の例外で, 体が揺れぬ, また跳ばぬのは舞ではな

いという観点がある。一方本川では, 音をたてず, 

軽 くつま先で舞 うのが舞 い方の口伝 としてあり, 

他所より速度の早いここの舞で, 舞人ののりは一

層その速度が増すところにあるが, 揺れを求めれ

ば 「注連の舞」においては 「チンジル」にみるゆ

るやかなもので, 跳ぶ ことはみられない。揺れ と

踏びは 「面かづき」 と呼ぶ 「山王」 「般若」 「しか

み」の舞に顕出する。たとえばこれ らの舞中 「面を

みせる」所作はかか とを固定 したまま膝で調子を

とりつつ体を左右 ・右左 と向けてゆくもので, こ

れは物部にみる揺れを面の役ないしはその性格を

表現しようとして一段劇的に演出したものといえ
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る。また跳びも 「山王」では幣で見物の頭をさす

りにゆく際片足跳びが用いられ, この 「山王」が

主格ならその副格にあたる 「般若」では片膝でと

び返 る所作として認め られる。つまり本川では跳

びや揺れは一に面の舞の技法として特殊に扱われ

てきたのである。なおこの傾向はA・B群 の同種

の面の舞に通 じるものである。ただ し, A・B群

では 「カラス トビ」 「オ ドリテ」さらに 「六調子」

等は先述 したように採物舞に型として組み込まれ

ているが。

 ところで物部では,「 足が跳びあがると舞では

なくて踊になる」といって, 足はつねに床か ら離

れぬことを大事にしている。これは, 具体的には, 

回るのはつま先で回り, 例の揺りによる前後運動

の際もつま先をつけるという教えである。 「太刀

の舞」には終局の方に跳びあがって太刀で切 り払

う所作があるが, この場合も, 跳ぶ時かか とをつけ

てはいけない, 自分の体を宙に浮か して音をせぬ

ように軽く跳ぶという。また手について も,「上に

あがりすぎると踊になって しまう」と私たちは戒

められた。岩原 にも 「跳ぶ時は足音をたてない, 

足の裏をみせない」という同様の口伝がある。神

楽の舞を踊というのは各地で耳に したことであっ

たが, たとえば本川では 「ここの踊は花取踊 とは

音をたてないところが違う」というように, 同じ

踊でも舞 と踊を差別する意識がある。私たちは本

川や岩原で,「振よ く, シナよ く踊っては舞ではな

い」 と度々注意 されたのだったが, 跳ぶこと, 音

をたてること, さらに日本舞踊的なシナをつける

ことを踊 として, 舞が踊になるのを忌むのは一に

舞の殆持に立ったものといえる。 しか し, か く, 

舞から踊を退けることは逆にいえば, 舞がそれだ

け踊に転移 し得 るもの, つまりは, 体が揺れ, 回

ることで自然 と踊になって しまう要素が舞その も

のにあることを示 している。現に物部や本川のま

つりで出合った見物は太夫が舞う舞台の傍 らで足

をあげて舞を踊っていた し, 岩原のまつりにおい

て宴のうちに行なわれる庭での舞はまさに跳躍と

しての踊であったのである。C群 の舞にみる, 踊

になって しまうこうしたきわどさはA・B群 の舞

にはない。 「カラス トビ」 「ダンジリ」 「オ ドリ

手」等の踊の型の組式化は舞の自然の流れを形式

化 し, 何 らかの威力をそこに認めて整備 したもの

といえるのではないだろうか。

 さらに動態中もう一つの特色として採物の扱い

をあげたい。私たちはこの三所の舞からその基本

的な概念を得たようにおもうので, 各土地の採物

に対する姿勢を紹介 しつつ述べたい。物部のまつ

りにおいて, 榊 ・笠 ・注連 ・太鼓 ・弓等太夫が用

いるものは祭文を もってその神格を讃え られる。

それは調度, 御神楽の神楽歌と同様である。他 日

ある太夫から, 太夫として着する衣類は汚なくて

よいので洗ってはいけない, どうして も洗 う時は

洗って三 日または七 日晒 しておく, こうしないと

位がつかない, ときいた。神楽の太鼓も新調すれ

ば百日叩いて位をつけるという。まつりに臨む生

活に祭文の精神が根ざしているのである。また舞

の場での扇や幣の扱いについて, ある太夫は他所

のそれを評 して 「あれはひとがアヤをつけて振 っ

ている」といった。本川では, 舞人は烏帽子をつ

けると「神さん」であるとされている。烏帽子の中

間のヘコミに 「神さん」がとまるか らである。手

に持つ幣や扇や榊の葉にも 「神 さん」はとまり, 

榊だと 「一の神さん」か ら 「八百万の神さん」ま

でとまる。 「座堅め」の 「柴 こき」の舞で榊を直

に立てた状態で舞 うのはその為という。幣や榊 は

下に向けてはいけないのである。また 「扇の手」

ではA・B群 とは逆に左手に要を上にして扇を持

つ。要の上に 「神さん」がとまるからである。岩

原でも 「双刃の舞」で突 く時の所作中, 私たちは

「太刀のきっ先を下に向けてはいけない」と直さ

れた。 この戒め も本川と同様の伝承に根ざすもの

であったかもしれない。これ らは, 扇や太刀を振

り動かすのではなくてそれ自身が生きて動 く, そ

の状態を期そうとした心意か らの表現ではなか っ

ただろうか。 もっとも私たちはこうした知識を得

る以前に, 三所の舞に採物自身の揺影を感 じたの

ではあった。太刀 ・長刀 ・折敷 ・幣の場合, 舞人

は採物を体にひきつけ, 首から肩へ添 うように回

す所作をする。捧げ持ち舞い, この所作を通 して

頭上で回 し, 太刀 ・長刀ならば腰の周 りでも回 し

ていわゆる切 り払いは終局の方の所作である。こ

れはA・B群 の舞でも同様である。岩原で, 舞の

体位として, 背中をこごめる, 腰をおとす, 少 し

膝を折 り目にする, 足幅を広 くとる, ときいた。

こうするのが男の舞でかっこがいいということだ

ったが, それはともか く, 背中をこごめるのは他

の二所及びA・B群 の各所にわたる体位といえる。

また, 採物の先をみることも私たちが九か所で得た

舞の約束であり, 十和では 「こうす ると舞が生き

てきれい」という。これなどはたとえば 『佐渡島

日記 』の 「ふ りは目にてつかふ」とも舞踊の美を

求めた点で通 じるところがある。 しか し, それだ

けの理由ではなかろう。少くとも神楽の舞は, 舞

姿をみせることを第一の目標 とはしていないか ら

である。遊ばすとは, 子供を守 りあやす意でもあ

るが, 採物舞の場合, 舞人は, 採物をそそり, 

舞い遊ばせるのがその本来の役義ではなかっただ

ろうか。 回す, 振る, かつ ぐ, 突 くなどの動態は

旋回に加えて跳躍等の烈 しい運動の中に組み込ま

れてお り, これは一面舞人の気持の昂揚度に即 し

た自然な運動表現を基盤とする様式化 ともいえる

が, その肉体の胱惚と不可分に, 一方ではものの

力の発現をみようとして舞の様式へと組式化され

-9-



てきたのではなかったか。東津野芳生野や十和の

「ボンデン」の舞は, 天井のバッカイを北 ・南 ・

東 ・西へと綱で操作 して揺 らすもので, バ ッカイ

はまさに生きもののように揺動し, 跳梁する。こ

の原初的な示現の演出が採物舞の様式を支えた発

想の根本にあるのではないかということである。

 さて, 私たちが 「初習の舞」を中心に確認 した

A・B・C群 の九か所にわたる舞の約束をあげると, 

左手左足, 右手右足と手 と足は常に同一方向に動

くこと, また十和や梼原の場合は回り方こそ右回

りか ら始まるものの, 手 と足はこの二所を含めて

すべて左が基準ないしは優先されていたことがい

える。伝習に際 しては, 足が基本で, 足ができれ

ば手が動 くという観点 も共通 していた。これらは, 

花祭の 「青少年の舞い」から個々の型が各舞に共

通するので 「地固めの舞い」を選び,「 動きの変

化における概念」を得ようとした早川孝太郎の観

察結果と等 しい。ただ花祭の土地では舞をヘンベ

と捉え, 舞はすべて大地を踏み鎮める式だという

が, 土佐の九つの土地にこうした口伝はない。ま

た, 舞の動態が, 回ることを基盤に, 踏む, 跳ぶ, 

揺る, 振る, という要素か ら成ることも此度あら

ためて確認 したのである。その中で,「舞ったら舞

いかえす」 「いったらいききりにならない」とは

各地の伝承者の口をついて出た舞の教えであり, 

回って復す繰 り返 しが舞の原則として把握されて
いて, ここに舞の基調があることを私たち自身も

体で感得 したのだが, この確認から私たちは 「返

す」という問題を抱えた。

 動態中の 「返 し」を手の方面に求めると, 本川
の 「注連の舞」の 「アテル」所作がある。これは, 

前方にさしあげた左手の平を内側から外側に返し, 

また持っているものを 「振 りかやす」ものである。

これに等 しいのがB群 の池川 ・安居における 「ミ

セル」であり, A群 では 「ミヲ トル」(「キル」 ・

「ドン」)の 際の手ぶりが類似する。これらは舞

の一区切 ともなっていて, 必ず瞬間の静止を伴う

ことは本川でも同様で, 本川では 「アテル」の際, 

「五方にアテてゆく」とか 「柱を括ってゆく」と

いう。 「座堅め」の舞の 「法合せ」は契印の所作

を五方に行なうもので, これも 「柱を括る」とい

うところからす ると,「 アテル」も一種の呪術で

あり, 所作の上でもた しかに物部の 「印観の舞」

の契印のそれに似ているといえる。A・B群 の扇

の 「ツギカヤシ」の所作も本来は 「返 し」による

呪術の性格をもったものであったかもしれない。

足の方面では, Aの 梼原の「山捜し」の舞等には「戻

膝」と称する型があり, これは東津野 ・十和の 「山

捜 し」にも呼称こそきかないが動態としてはあっ

て,「 ピザ折 り」の片膝つきの移動に戻 りが組み

込まれ, 5方 に行なうものである。膝をつくこと

は『教訓抄 』で 「納曽利」の曲についての記述中

「膝打手」に 「尤為。秘事一也」とあるところか ら

すれば, 踏む足ないしは反閑の呪力の強力を求め

た表現形態としての意味が窺われ,「 戻膝」が 「五

方固」に引き続 く局面に位することもこの推定を裏

付けるかもしれない。花祭の 「地固めの舞い」中一

方の次第の「竃のくろの式」におけるへんべには「う

しろむきへんべ」と称する後向きの逆行のへんべの

型があり, これを早川は 「前に巡ったものを復す

意」(7)としているが,「 戻膝」は「うしろ向きへんべ」

と同様に返すことで反閑 として成就するという観

点があったのではなかったか。また 「返 し」の動

態には, 前回転 ・後回転がある。物部の 「太刀の

舞」 「へぎの舞」では終局が 「ツベカヤシ」(前

回転)・ 「トンガヤシ」(後 回転) の連続であり 

これは本川 ・岩原及びA・B群 の 「折敷」「太刀」

「長刀」 も同様で, 前回転ないし後回転は本川の

「般若」, A・B群 の 「山捜」 「山主」 「大蛮」

の舞の終局で もあった。現在物部では 「太刀」や

「へぎ」の舞のこうした所作を特に芸当として捉

え, この二種の舞がアクロバティクなところから

本来の舞神楽か らは余興とするが, こうした所作

は曲芸としてみせようとしたところからの造型で

は必ずしもなかっただろう。

 さらに 「返 し」を舞の組式上に求めれば, A・

B群 の 「扇の手」「ッギカヤシ」「ホンこザ」 「フ

タツピザ」等の舞の次第は, 動態からすると,「舞

ったら舞い返す」をベースに先の次第中にある型

を繰り込み新たな型をさらに組み込むことで構成

された旧に新の複合であり, 名称からもこの一端

は窺われるように, そこには正 と略ないしは表と裏

という二重構造が関わるのではないかとおもう。

たとえばAの 「扇の手」Bの 「ゴダン」における

扇の所作は各々 「ツギカヤシ」「ツミカヤシ」にお

いて復され, かつここに扇を返す所作が新たに加

わってこれらが 「ピザオ リ」「ホンピザ」で復され

ている。また池川の 「宮抜」中 「鈴の段」における

「四方踏」は 「ゴダン」で踏襲されるかといえばそ

うではなくて, そこでは単に四方を丸く回ることがあ

る。安居の 「神迎え」の舞だ と先述 した池川の

「四方踏」に準 じると考えられ る一角 ・三角の手

順による音の形式は 「ゴダン」では四方を回 って

の音に変わる。A群 においても十和を例にとれば, 

「扇の手」の冒頭の二柱での 「キル」を含んだ回り

方が 「ピザオリ」の冒頭では回ることなく, つく柱の

元に行っての 「キル」になる。また, 本川では 「面
かづき」の舞に 「ミダレ」があり, これは 「扇の

手」 「幣の手」 「剣の手」に各々附属 して行なわ

れる一段と速度を増した 「五方踏」の形態をいうの

である。これらをどうみるかにっいては様々な考え

があろうが, 各々前者を正としたら後者はそれに対

する略ないしは 「返し」とみるのも可能であろう。

 ところで, 地方の神楽舞の基調に,「五方, 順逆
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順, 反閑, 契印 ・九字, 切り払ひ ・射払ひ」の所

作をあげた西角井正慶博士は, 順逆順の項におい

て, 順逆順という観念が所作の反復を形作 ったと

し,「 リズムの上で, か う引いた手足はかう出し, 
一定律のもとに繰り返される, といふや うな自然

の理法から考へる方が舞踊研究らしいかもしれぬ。

また, こうした陰陽形式も結局は基処に発 してい

るといふかもしれぬ。」と, 順逆順の観念を陰陽形

式と見, 神楽の舞にまといつ く陰陽の色彩から離

れた舞踊研究のあり方を一方で提示 しつつも 「け

れども殊に神楽舞の様なものは, 更に深 く順逆の

意義と形象とに拘泥 してゐるので ある。」(8)と, 

その執拗な陰陽形式にいわば慨嘆 している。上に

掲げた諸点は博士の視座に立てば 「順逆の意義と

形象とに拘泥 した」一端でしかないかもしれぬが, 

私たちはこれ らの出自を即陰陽の教理に帰すより

も,「 舞ったら舞い返す」に集約できる 「返 し」

の諸相か ら 「返す」ことで舞になるという感性が

実現 しようとしてきたところがしりたい。 「返 し

の風」は天気を回復させる逆の方向に吹く風であ

り,「 戻り正月」といえば正月の立ち返 りのこと

で, 返 してはじめて ものが完成する, ない しは納

まるとは,「 直る」に通 じる, 舞のみではない, 

む しろ芸能の根幹を支えた日本人の感性でもある

か らである。

おわ りに

 花祭に熱狂すると同時に冷静な一人の見物であ

り, おそらくは秘かな舞人でもあった早川は, 真

相を求めるに事実に忠実であることを唯一の方法

として, あの『花祭』をまとめた。此度の舞の調査に

際して私たちが手本としたのは『花祭』五の 「舞踊」

であり, 早川の事実に対する敬度ともいえる姿勢であ

る。「舞踊」は各種の舞を「青少年の舞 い」と「面形

による舞い」に二分して各々の「舞いの形式順序およ

び型を基調」にした舞のモノグラフであり, 観察から

導き出された舞の概念が随所に息づ く論文である。

 しか し, 私 たちには事実を精確 に細述す る表

現力 が余 りにも欠 けていた。 たとえば 当初 は舞

を構成する動態の型を早川に学んで図解と文字で

記録 しこの稿に掲載 しようと企てたが, 微力ゆえ

に途方もない煩雑ばかりを倦んで殆どを放棄 し, 

それは実は語彙のら列や簡略の動線で しかない表

に留まった。 また, 九か所の舞という土地毎の舞

として把握 したが, これは早川が 「舞踊の記述の

あとに」に述べる如く, 同一地内でも人による差

があり, 若者 と老巧な者 とでは舞の表情はもとよ

り型に対する解釈も異なることがあって, 土地を

単位にするのは或る矛盾を孕むのである。ただ舞

の動態については 「こうだ」というより 「それで

は違う」というところに変えられぬ約束があると

みて, これを規範に求めたので, 各々の事実を捨

象 しても各々に通 じる事実をふまえようとした。

しかも随所に誤解の点もあるかとおもうので, 叱

責をうけて正 してゆきたい。

 この稿は初習の舞のモノグラフよりも舞の概念

を得ようとす る性急が過ぎているのを認める。始

終, 私たちには舞をどう読みとるかの一点があっ

た。 自己を一切表現することなく寡黙に舞う舞人

の様態に, あの動きは何を意味す るのか, 何を伝

えようとしているのかと, 舞を肉体の発信 として

言葉に翻訳せんとし, また各地の口伝を解釈 し, 

とかく既製の意義付けを援用するところがあった。

そして今, 一曲の舞さえ舞えぬ私たちが捉えたの

は舞の世界の一端であり, この稿は, 仮 りに言葉

にすればこうではないかという推論にすぎぬとお

もう。これは, しか し, 弁解ではない。各地の舞

に早川の成 したようなモノグラフが作 られていっ

て, その土地の舞の概念を落ちこぼすことなく汲

み入れることで舞の体系化が行なわれるのかもし

れない。この過程で舞を読む観点は仮説を力とし

て更新 してゆけるとおもうか らである。

 なお, 畠中は, 今後採物の種類や拍子の方面を

含め, 踊との比較 も視野に入れた, 舞の全的把握

の為に舞がつ くる時空に沈潜 しようとする。また, 

佐藤は, この調査か ら, 採物舞を構成する型がそ

のまま面形の舞の基調ではあるが, 後者には独自

の演出が施されているのを知 った。その一つとし

ての 「ミセル」と踏む足ワザの存在をなお尋ねた

いとおもっている。

 調査にあたって各地でご教示を賜わった。夏の

暑いさ中はもとより, その後も度々忙 しい時間を

さいてこちらの疑問に親切に答えて下さった, 物

部の中尾貞義氏, 中尾介佐清氏, 松本善夫氏, 岩

原の下村信幸氏, 下村虎熊氏, 本川の曽我部重徳

氏, 伊東安久氏, 名野川の中川松吉氏, 片岡頼茂

氏, 池川の山中武道氏, 馬詰正氏, 安居の酒井清

市氏, 安居邦敏氏, 梼原の中平善一郎氏, 中越準
一氏, 吉村忠氏, 東津野の島崎義豊氏をはじめと

す る北川青年団の皆様, 十和の平野寿明氏に記 し

て御礼申しあげる。また, 池川町役場の梅木栄1頂

氏, 岡崎和孝氏, 東津野教育委員会の前教育長上

田茂敏氏をはじめ各地の役場 ・教育委員会の皆様

に伝承者の紹介やフィルム資料等の借用でお世話

いただいた。記 して御礼申しあげる。なおこの稿

は昭和59年11月 の舞踊学会における口頭発表をも

とに書きあらためたものである。発表後, 高木啓

夫氏, 郡司正勝先生から親切なご教示を賜わった。

御礼申しあげる。

 (1)『 高知県史 民俗篇』第七章民俗芸能第一節
 神楽。 「土佐神楽所在一覧表」もここに収録さ
 れている。

 (2)「 四天」の舞は二人舞の 「二天」を四人舞に
 したもの。構成は 「二天」に同じゆえ含める。

 (3)『 岩原神社の祭りと神楽 』
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(4) 昭和59年7月13日 から15日まで。馬路村にか

 って行なわれた 嘆 の神もうし」の舞復元の為, 
 馬路村公民館を主体とする馬路村保存会が物部
 のいざなぎ流保存会に依頼して祈祷太夫中尾介
 佐清氏が伝授者, 同中尾貞義氏が伝授者助手, 
 松本善夫氏が太鼓打として出向き, 馬路村の有
 志の青年に舞を伝授した。
(5)各 地神楽のかっての管理者については註(1)の

 掲載書に詳しい。私たちがB群 に括った安居の
 場合, 同書で高木氏も示唆しておられるが, 神

官 には限 らなか ったよ うで ある。土地の言い伝

えをま とあた 『安居神楽太夫由来 記 』では神官

岡林家を祖とす るとい うものの, 舞の詞章 には

本川 ・物部 にみ る両部神道 的色彩 が残 る。現在

はいないが, 戦 前には安居 の氏神 社であ る河 内

神社 ・熊 野神 社の神官や氏子 と共 に神 社仕 えぬ

祈祷 太夫が舞 っていた ときいた。

(7)「 早 川孝太 郎全集第一 巻 民俗芸能1』185頁

(8)『 神 楽研 究 』269頁

別 表I
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別 表II 対象とした九所の神楽の所在地略図

A群

B群 C群

別 表III
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別 表IV
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別 表VII
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